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１ マイナ保険証を基本とする仕組み

（１）本市国民健康保険の被保険者証は、令和７年７月３１日に有効期限が到来。

（２）８月１日以降は、マイナ保険証又は資格確認書で受診。
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２ 要配慮者に対する資格確認書の交付

（１）障害をお持ちの方などマイナ保険証の利用に配慮が必要な方（要配慮者）に
ついては、これまでと同様の方法で保険診療を受けられるよう、マイナ保険
証を保有したままでも、申請により資格確認書の交付が可能。

（２）上記取扱いについて被保険者に対して周知するとともに、要配慮者の受診の
サポートをする可能性がある市内の福祉施設（介護施設、障害者施設、児童
養護施設等）に対しても周知を実施。
※代理申請による資格確認書の交付も可能である
旨も併せて周知
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３ マイナ保険証の登録率
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４ マイナ保険証の利用率
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